
別記

福島県財務規則（昭和39年福島県規則第17号）（抄）

第16章 契 約

第１節 通 則

（契約保証金の減免）

第229条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納

付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和22年勅令

第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関（次条第２項において「保険会社等」

という。）と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 過去２年間に官公署（予算決算及び会計令第９９条第９号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。）と

その種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が50(100)万円未満であり、かつ、契約の

相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

（平成25年５月１日以降は、かっこ書の金額）

(6) １件500万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定

める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。

(7)～ (18) （略）

２ （略）
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